
●平成２８年度　就学援助実施状況

課税所得等
の分類

基準額の時
期
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神奈川県 横浜市
横浜市教育委員会事務局学校支援・
地域連携課就学係 045-671-3270

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoi
ku/soudan/soudan1000-
shugakuenjo.html ○ ○ ○ 1 課税所得 前年度 344 20%未満

神奈川県 川崎市 教育委員会事務局総務部学事課 044-200-3736
http://www.city.kawasaki.jp/880/cat
egory/12-4-1-0-0-0-0-0-0-0.html ○ ○ ○ ○ 1 その他 前年度 339

その他教育委員会が特に援助を要すると認めた者
地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金
額

15%未満

神奈川県 相模原市 教育委員会　学務課　就学支援班 042-769-9262
http://www.city.sagamihara.kanagaw
a.jp/kosodate/12407/000237.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 前年度 賃貸449

世帯主の死亡,別居中など,特別な事情がある場合には,個別に
審査している。

課税所得等の分類：前年１月から１２月における世帯の
総所得で判断
持家の場合は,３５３万円

20%未満

神奈川県 横須賀市 教育委員会　学校教育部　支援教育課 046-822-8480
http://www.city.yokosuka.kanagawa.j
p/8320/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 前々年度 416 25%未満

神奈川県 平塚市 学校教育部教育総務課学務担当 0463-35-8118
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.j
p/k-soumu/enjo.htm ○ ○ 1.35

給与収入
（税引き前） 3年前の年度 借家562

生活保護の基準額に一定の係数を掛けたもの（生活保
護の基準額は平成25年の見直し前のもの）普通世帯　生
活保護の基準の1.35倍,母子世帯　生活保護の基準の
1.50倍,父子世帯　生活保護基準の1.45倍

15%未満

神奈川県 鎌倉市
鎌倉市教育委員会 教育部 学務課 学
務担当 0467-61-3796

https://www.city.kamakura.kanagaw
a.jp/gakumu/gaku5.html ○ 1.5 その他 3年前の年度 436

合計所得金額
20%未満

神奈川県 藤沢市 教育部　学務保健課 0466-50-3558
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp
/ ○ ○ 1.3 課税所得 3年前の年度 379 20%未満

神奈川県 小田原市 小田原市教育部教育指導課学事係 0465-33-1682

http://www.city.odawara.kanagawa.j
p/field/education/assistance/syuga
ku/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 327 20%未満

神奈川県 茅ヶ崎市 教育委員会教育総務部学務課 0467-82-1111
http://www.city.chigasaki.kanagawa.j
p/kyouiku/shogakko/1005140.html ○ 1.3 課税所得 その他 345

基準根拠の基準額の時期は平成２４年度

20%未満

神奈川県 逗子市 逗子市教育委員会　学校教育課 046-873-1111
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/s
yokan/gakkou/page-17.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 前々年度 423

目安額：持ち家の場合

10%未満

神奈川県 三浦市 教育部　学校教育課 046-882-1111(内線401)
http://www.city.miura.kanagawa.jp/g
akkou/shugaku_enjyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 前年度 285 20%未満

神奈川県 秦野市 学校教育課 0463-84-2785
http://www.city.hadano.kanagawa.jp
/index.html ○ 1.5 課税所得 3年前の年度 388 15%未満

神奈川県 厚木市 学校教育課 046-225-2650

http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/
shiminbenri/kosodatekyoiku/educati
on/shugaku/d013839.html ○ 1.5

給与収入
（税引き前） その他 460

基準額の時期は「前年」

20%未満

神奈川県 大和市
大和市教育委員会　教育部　学校教育
課 046-260-5208

http://www.city.yamato.lg.jp/web./k
yoiku/enjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5

給与収入
（税引き前） 当該年度 362 30%未満

神奈川県 伊勢原市 伊勢原市教育委員会　学校教育課 0463-94-4711(内線5123)
http://www.city.isehara.kanagawa.jp
/docs/2012022700026/ ○ 1.5 課税所得 前年度 375 15%未満

神奈川県 海老名市
海老名市教育委員会　就学支援課　就
学支援係 046-235-4918

http://www.city.ebina.kanagawa.jp/
www/contents/1108011447979/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 課税所得 3年前の年度 360 15%未満

神奈川県 座間市 学校教育課　学務係 046-252-8739

http://www.city.zama.kanagawa.jp/w
ww/contents/1191218477668/index
.html ○ 1.3 課税所得 前年度 394 15%未満

神奈川県 南足柄市 教育委員会　教育総務課　教育総務班 0465-73-8034

http://www.city.minamiashigara.kana
gawa.jp/kurashi/kosodate/gakko/sh
ugaku_enjyo.html ○ 1.3 課税所得 前年度 355 10%未満

神奈川県 綾瀬市
綾瀬市教育委員会教育総務部学校教
育課学務担当 0467-70-5654 http://www.city.ayase.kanagawa.jp/ ○ 1.4 その他 3年前の年度

借家等
451

所得税法の規定に基づく給与所得及び事業所得の合計
から,同法の規定にある社会保険料の控除額を差し引い
た金額。 30%未満

神奈川県 葉山町 教育委員会　学校教育課 046-876-1111 http://www.town.hayama.lg.jp/ ○ 1.5 課税所得 その他 400

平成２４年１２月時点の基準額とする

20%未満

神奈川県 寒川町 教育委員会学校教育課 0467-74-1111(内線524)

http://www.town.samukawa.kanaga
wa.jp/kurashi/yochien/syoutyu_gakk
ou/1362454337040.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 その他 前年度 352

【課税所得等の分類】特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額

20%未満

神奈川県 大磯町 教育委員会教育部 0463-61-4100

http://www.town.oiso.kanagawa.jp/k
osodate/school/1359349428922.ht
ml ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 356 10%未満

神奈川県 二宮町 教育委員会教育部教育総務課 0463-71-3311
http://www.town.ninomiya.kanagawa
.jp/index.html ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 302 15%未満

神奈川県 中井町 教育課学校教育班 0465-81-3906 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5
給与収入
（税引き前） 当該年度 402

その他経済的理由により児童又は生徒が就学困難となる特別な
事情がある者 10%未満

神奈川県 大井町 大井町教育委員会教育総務課 0465-85-5015
http://www.town.oi.kanagawa.jp/kur
ashi/gakou/hojyo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

特別支援教育就学奨励費の算定に用いる保護基準早見表を使
用し,給与収入（税引き前）の1.3倍以下のものを対象としている。

10%未満

神奈川県 松田町 教育課 0465-83-7023 http://town.matsuda.kanagawa.jp/ ○ 1.3 課税所得 前年度 362 10%未満

神奈川県 山北町 学校教育課教育班 0465-75-3661

http://www.town.yamakita.kanagawa
.jp/contents_detail.php?co=cat&frmI
d=506&frmCd=1-10-3-3-0 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 当該年度 286 5%未満

神奈川県 開成町 教育総務課 0465-82-5221 ○ 1.3 課税所得 当該年度 326 10%未満

神奈川県 箱根町 教育委員会学校教育課学校教育係 0460-85-7600
http://www.town.hakone.kanagawa.j
p/index.cfm/7,0,31,142,html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

上記以外で疾病等により経済的に就学困難となった場合
15%未満

神奈川県 真鶴町 教育課 0465-68-1131 http://www.town-manazuru.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 前年度 350

保護者の死亡等や特に経済的に児童・生徒の就学が困難となる
理由のある時

15%未満

神奈川県 湯河原町 学校教育課 0465-62-1100 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 課税所得 前年度 294 10%未満

神奈川県 愛川町 教育委員会教育総務課 046-285-6957
http://www.town.aikawa.kanagawa.jp
/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

給与収入
（税引き前） 当該年度 351 25%未満

神奈川県 清川村 教育委員会事務局学校教育係 046-288-1215 ○ ○ ○ 1.5
給与収入
（税引き前） 当該年度 500 10%未満

その他（補足事項等）
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○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 7月 有 9月以降月１回程度 ○ 11,420 ○ 40,600

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の1月 6月中旬 有 随時,３月末まで受付。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

福祉事務所,こども家庭相談課などの関係機関に「お
知らせ」を配布

その他

就学奨励金交付認定基準の所得要
件は,申請年度の前年度の１２月末
の生活保護基準の１．５倍以下とし
ている。 7月 有 随時 ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○
前年度の10
月 4月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○

教職員向けに就学援助の手引きを配布

前年度の11
月 5月中旬 有 毎月初め,随時。1月末申請まで。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他
要領で規定されており,改定があっ
た場合のみ変更 6月中旬 有

追加認定は毎月・翌年２月末まで受
付 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○
前年度の11
月 7月 有 1月末日まで申請可 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有
随時。追加認定は1月末日申請ま
で。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

新入学児童生徒の保護者へ,入学前の保護者説明
会で申請書等を配布 前年度の11

月 6月初旬 有
毎月１５日を締日として実施し,２月
末まで申請を受ける ○ 13,650 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○

・学校によっては,入学説明会で周知
・平成29年度入学説明会では周知してもらうよう依頼

その他

今年度については,認定基準の見直
しは行っていない。（行う場合の決
定時期は未定） 6月下旬

中学校給食代理納付を
４月から希望する世帯
は、２月中旬に認定 有

通年（認定されれば,申請日が認定
開始日） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有

申請を受けた翌月上旬。追加認定
は２月末申請までとする。 ○ 6,825 ○ 10,235

○ ○ ○ ○ ○ その他 当該年度4月 4月 有 6月から2月まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の9月 7月 有 随時 ○ 11,420 10,940 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の11
月 6月中旬 有 随時(当該年度1月末まで） ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月下旬 有 随時,6月から3月まで ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他 当該年度の当初認定作業時 6月下旬 有 随時。特にさだめていない。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ 前年度の3月 7月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の3月 6月初旬 有 随時 ○ 5,710 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○
前年度の12
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ その他 必要に応じて随時 7月 有
随時対応。申請のあった月から認
定。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他
年度毎に決定していない（町交付要
綱第２条のとおり） 6月初旬 有

6月から翌年3月までの毎月15日締
め切りで,認定日は原則1日(例：申請
日が6/16～7/15の認定日は原則
7/1)。ただし申請日が7/16～8/15の
認定日は原則9/1。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の3月 6月中旬 有 随時 ○ 11,100 ○ 19,900

○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度の1月 6月下旬 有 随時認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○
前年度の12
月 8月 有 随時認定を行っている。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ 前年度の1月 8月 有
随時。追加認定は２月末申請までと
する。 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ その他 改定があった場合のみ変更 6月下旬 有
随時受付だが,申請書提出の翌月の
定例教育委員会で認定 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ その他 変更要因がなければそのまま 7月 有 当該年度の1月下旬から2月上旬 ○ 5,710 ○ 10,235

○ ○ その他

基準は当該年度の生活保護基準を
使うとしている。ただし現在は平成２
５年度の生活保護基準を準用して
いる。 8月 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ 前年度の2月 7月 有 随時（当該年度1月末日まで） ○ 11,420 11,420 ○ 20,470 20,470

○ ○ ○ その他 時期は定めていない。 6月中旬 有 時期を定めていない。 ○ 11,420 10,911 ○ 20,470 16,376

○ ○ ○ ○ 前年度の1月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

○ ○ ○ ○ ○ その他 当該年度の4月 7月 有

申請書の提出が有り次第随時。追
加認定は原則1月末申請までとす
る。 ○ 11,420 ○ 20,470

○
前年度の10
月 6月下旬 有 随時 ○ 11,420 ○ 20,470

学用品費【基準】 【認定】 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等

Ⅲ　平成28年度準要保護就学援助額

小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１）項目毎の援助額

Ⅱ　就学援助制度の実施について

貴市区町村における就学援助制度の周知方法(複数回答） 就学援助の認定時期等

就学援助制度の周知方法



神奈川県 横浜市

神奈川県 川崎市

神奈川県 相模原市

神奈川県 横須賀市

神奈川県 平塚市

神奈川県 鎌倉市

神奈川県 藤沢市

神奈川県 小田原市

神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子市

神奈川県 三浦市

神奈川県 秦野市

神奈川県 厚木市

神奈川県 大和市

神奈川県 伊勢原市

神奈川県 海老名市

神奈川県 座間市

神奈川県 南足柄市

神奈川県 綾瀬市

神奈川県 葉山町

神奈川県 寒川町

神奈川県 大磯町

神奈川県 二宮町

神奈川県 中井町

神奈川県 大井町

神奈川県 松田町

神奈川県 山北町

神奈川県 開成町

神奈川県 箱根町

神奈川県 真鶴町

神奈川県 湯河原町

神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 4 4 4 23 23 2 12 12 0 4 4 4 0 0 0 15 15 0 17 17 17 0 0 1 6 6 0 18 18 18 9 9 0 6 6 0 21 21 21 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0

○ 2,230 ○ 19,871 ○ 1,570 ○ 3,620 2,668 ○ 2,710 442

○ 2,230 ○ 9,560 ○ 17,900 17,113 ○ 1,570 ○ 22,200 3,300

○ ○ 11,880 ○ 27,400 ○ 1,570 1,470 ○ 430

○ 2,230 ○ 18,837 ○ 1,550 ○ 3,570 2,179

○ 2,230 ○ 39,290 39,290 ○ ○ 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 31,875 ○ 21,190 ○ 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 18,381 ○ 16,662 ○ 1,570 1,290 ○ 3,620 2,737

○ 2,230 ○ 39,290 0 ○ 21,190 17,333 ○ 1,550 956 ○ 3,570 974

○ ○ 21,490 15,957 ○ 4,510 2,657 ○ 3,620 3,476

○ 2,230 ○ 0 ○ 18,791 ○ 1,550 1,393 ○ 3,570 3,487

○ 32,720 ○ 21,490 21,190 ○ 785 775 ○ 1,810 1,785

○ 2,230 ○ 28,600 ○ 21,490 19,325 ○ 1,570 1,550

○ 2,230 1,848 ○ 39,290 7,180 ○ 21,490 20,577 ○ 1,570 1,497

○ 2,230 ○ 1,890 ○ 21,490 20,013 ○ 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 20,000 ○ 5,400 ○ 3,000

○ 2,230 ○ 3,228 ○ 21,190 19,699 ○ 1,550 1,423 ○ 3,570 3,570

○ 2,230 ○ 21,190 18,575 ○ 1,550 ○ 3,570 3,508

○ 1,115 ○ 21,190 21,190 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 0

○ 2,230 2,230 ○ 39,290 39,290 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620

○ 2,230 ○ 17,000 ○ 1,570 1,570

○ 2,230 ○ 15,707 ○ 2,174 ○ 4,890

○ 2,710 ○ 0 ○ 19,000 ○ 3,000 ○ 6,000

○ 2,230 ○ 17,083 ○ 3,384 ○ 3,384

○ 2,230 ○ 21,490 21,190 ○ 1,570 1,550 ○ 3,620 3,570

○ 17,500 ○ 1,570

○ 20,880 20,880 ○ 1,550 1,550 ○ 3,570 3,570

○ 1,115 ○ 10,745 8,874 ○ 785

○ 2,230 ○ 21,290 18,000 ○ 1,550 820 ○ 3,570 70

○ 2,230 2,230 ○ 0 ○ 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 3,620 ○ 2,710 0

○ 2,230 2,161 ○ 21,490 16,542 ○ 1,570 460 ○ 3,620 1,600

○ 2,230 ○ 0 ○ 18,390 ○ 1,550 ○ 420

○ 2,230 ○ 21,490 21,490 ○ 1,570 1,570 ○ 3,620 1,810

○ 2,230 ○ 21,490 ○ 1,570

通学用品費 通学費 修学旅行費 校外活動費(宿泊を伴わないもの) 校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費



神奈川県 横浜市

神奈川県 川崎市

神奈川県 相模原市

神奈川県 横須賀市

神奈川県 平塚市

神奈川県 鎌倉市

神奈川県 藤沢市

神奈川県 小田原市

神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子市

神奈川県 三浦市

神奈川県 秦野市

神奈川県 厚木市

神奈川県 大和市

神奈川県 伊勢原市

神奈川県 海老名市

神奈川県 座間市

神奈川県 南足柄市

神奈川県 綾瀬市

神奈川県 葉山町

神奈川県 寒川町

神奈川県 大磯町

神奈川県 二宮町

神奈川県 中井町

神奈川県 大井町

神奈川県 松田町

神奈川県 山北町

神奈川県 開成町

神奈川県 箱根町

神奈川県 真鶴町

神奈川県 湯河原町

神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22

○ 3,380

支給平均額はH27実績額

通学用品費は第１学年を除く。また,通学費・修学旅行費・校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額は予算要求単価を記入。

平成２８年度予算単価で算出
・通学用品費は学用品費に含む
・学用品費は２～６年生の金額（１年生は11,420円）

・修学旅行費については,宿泊を伴わないものは,校外活動費(非宿泊分）に含める。
・宿泊を伴う修学旅行は実費。
・通学費,校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額は,平成28年度の予算計上単価を記入。

通学費,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴うもの）は平成28年度予算単価

支給平均額については,平成２７年度事業実績から算出

小学校６年3月に新入学生徒準備金23,550円を支給

・学用品・通学用品費・・・１年は11,420円,２～６年は13,650円（定額）
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）・・・１～２年は3,010円,３～４年は4,010円,５～６年は4,510円（上限）
※「支給平均額」欄は,修学旅行費のみ２８年度執行見込額,その他費目は２７年度の実績額により記入

通学費は４km以上の通学距離としており,該当児童なし。

学用品費については,該当学年2～6年,割合　84.3%。
修学旅行,校外活動費の支給平均額については,予算計上単価。

校外活動費の支給平均額は,「28年度予算に計上した単価」

支給平均額については,平成27年度実績により算出。

平成27年実績額より

H27の実績額。
学用品費　１年　1,420円　２～６年　11,420円

支給平均額は,平成27年度の実績による。

平成２８年度予算額

支給平均額は未確定であるため限度単価を使用。

当初以外の認定者は,年額を月割りして支給する。修学旅行費は予算計上時の単価。

平均支給額は,平成２７年度の実績額

支給平均額は28年度予算単価により記入

○ 4,570 0 ○ 3,380 3,380

・平成27年度実績額により記入

※平成２７年度実績額より
・修学旅行費（１８，３９０円を支給するのは,対象学年の１８．７５％）
・通学費は,自宅から４㎞以上の児童が対象　実費支給だが支給実績なし
・校外学習費宿泊無（１，５５０円を支給するのは,全体の１３％）

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）



神奈川県 横浜市

神奈川県 川崎市

神奈川県 相模原市

神奈川県 横須賀市

神奈川県 平塚市

神奈川県 鎌倉市

神奈川県 藤沢市

神奈川県 小田原市

神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子市

神奈川県 三浦市

神奈川県 秦野市

神奈川県 厚木市

神奈川県 大和市

神奈川県 伊勢原市

神奈川県 海老名市

神奈川県 座間市

神奈川県 南足柄市

神奈川県 綾瀬市

神奈川県 葉山町

神奈川県 寒川町

神奈川県 大磯町

神奈川県 二宮町

神奈川県 中井町

神奈川県 大井町

神奈川県 松田町

神奈川県 山北町

神奈川県 開成町

神奈川県 箱根町

神奈川県 真鶴町

神奈川県 湯河原町

神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村

該当団体数

都道府県 市町村名

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他

1 1 0 4 4 4 28 28 0 2 2 1 5 5 5 1 1 0 1 1 0 4 4 4 28 28 0 1 1 0 4 4 4 23 23 2 12 12 0 4 4 4 0 0 0 15 15 0 18 18 18 0 0 0

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 2,230 ○ 58,122

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 54,020 ○ 64,800 63,612

○ 24,550 ○ 23,550 ○ ○ 19,400 ○ 56,300

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 60,569

○ 22,320 ○ 7,510 0 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 79,410 ○ 60,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 50,833 ○ 53,000

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 24,986 ○ 57,752

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 79,410 0 ○ 57,290 54,179

○ 24,550 ○ 23,550 ○ ○ 57,590 56,830

○ 22,230 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 62,528

○ 12,280 ○ 11,775 ○ 119,530 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 65,670 ○ 57,590 55,247

○ 22,320 21,557 ○ 7,510 4,431 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 1,465 ○ 79,410 54,235 ○ 57,590 54,614

○ 22,320 ○ 7,510 2,530 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 53,380 ○ 57,590 55,697

○ 22,320 ○ 3,500 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 59,826

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 18,720 ○ 57,290 54,598

○ 22,320 ○ ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 55,363

○ 11,160 ○ 23,550 ○ 1,115 ○ 57,290 57,290

○ 22,320 22,320 ○ 7,510 7,510 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 79,410 79,410 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 4,300 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 50,868

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 54,998

○ 21,700 ○ 22,900 ○ 2,170 ○ 0 ○ 55,000

○ 22,320 ○ 59,450 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 55,080

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,290

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 56,370 56,370

○ 11,160 ○ 11,775 ○ 1,115 ○ 28,795 28,795

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,290 55,500

○ 22,320 22,320 ○ 23,550 23,550 ○ 2,230 2,230 ○ 0 ○ 57,590

○ 22,320 20,663 ○ 7,510 2,146 ○ 23,550 13,457 ○ 2,230 2,168 ○ 57,590 55,082

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 0 ○ 55,082

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590 57,590

○ 22,320 ○ 23,550 ○ 2,230 ○ 57,590

通学用品費

（１）費用毎の援助額

学用品費 体育実技用具費 新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

２．中学校の就学援助の額の単価（一人当たり年間支給額）



神奈川県 横浜市

神奈川県 川崎市

神奈川県 相模原市

神奈川県 横須賀市

神奈川県 平塚市

神奈川県 鎌倉市

神奈川県 藤沢市

神奈川県 小田原市

神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子市

神奈川県 三浦市

神奈川県 秦野市

神奈川県 厚木市

神奈川県 大和市

神奈川県 伊勢原市

神奈川県 海老名市

神奈川県 座間市

神奈川県 南足柄市

神奈川県 綾瀬市

神奈川県 葉山町

神奈川県 寒川町

神奈川県 大磯町

神奈川県 二宮町

神奈川県 中井町

神奈川県 大井町

神奈川県 松田町

神奈川県 山北町

神奈川県 開成町

神奈川県 箱根町

神奈川県 真鶴町

神奈川県 湯河原町

神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村

該当団体数

都道府県 市町村名

（２）補足事項　その他に○をした場合,費目毎の援助額の内容。その他補足事項

実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他 実費
支給平
均額

現物支
給

上限額
上限の
金額

支給平
均額

一定額
一定の
金額

その他
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○ 2,270 ○ 6,100 5,236 ○ 29,600 ○ 900 ○ 4,190

支給平均額はH27実績額
クラブ活動費は,学年ごとの定額（中１：29,600,中２：19,740,中３：9,870）

○ 2,270 ○ 38,700 37,800 ○ 20,040

クラブ活動費：第１学年　20,040円　第２学年　13,080円　第３学年　5,640円
通学用品費は第１学年を除く。また,通学費・修学旅行費・校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給平均額は予算
要求単価を記入。

○ 2,270 1,440 ○ 4,470

平成２８年度予算単価で算出
・通学用品費は学用品費に含む
・学用品費は２・３年生の金額（１年生は23,220円）

○ 2,240 ○ 6,010 4,791

○ 2,270 ○ 6,100 6,100

体育実技用品費について,実費で,柔道：7,510円,剣道51,940円の上限があります。

○ 2,270 ○ 6,100 6,100
通学費,修学旅行費,校外活動費（宿泊を伴うもの）は平成28年度予算単価

○ 2,270 1,742 ○ 6,100 5,501
支給平均額については,平成２７年度事業実績から算出

○ 2,240 1,974 ○ 6,010 0

○ 5,180 3,710 ○ 6,100 5,994

・学用品・通学用品費・・・１年は22,320円,２～３年は24,550円（定額）
・校外活動費（宿泊を伴わないもの）・・・１年は4,680円,２年は4,180円,３年は5,180円（上限）
※「支給平均額」欄は,修学旅行費のみ２８年度執行見込額,その他費目は２７年度の実績額により記入

○ 2,240 1,947 ○ 6,010 4,197

通学費は６km以上の通学距離としており,該当生徒なし。

○ 1,135 1,120 ○ 3,050 3,005

学用品費について,該当学年２～６年,学年の割合は60.4%。
修学旅行,校外活動費の支給平均額については,予算計上単価。

○ 2,270 2,240
校外活動費の支給平均額は,「28年度予算に計上した単価」

○ 2,270 1,635

支給平均額については,平成27年度実績により算出。

○ 2,270 ○ 6,100 6,100
平成27年実績額より

○ 4,000 ○ 9,000

○ 2,240 1,410 ○ 6,010 2,777

H27の実績額。
学用品費　１年　5,320円　２～６年　22,320円

○ 2,240 ○ 6,010 4,767

支給平均額は,平成27年度の実績による。

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 0

平成２８年度予算額

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

支給平均額は未確定であるため限度単価を使用。

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100

・当初以外の認定者は,年額を月割りして支給する
・体育実技用具費については,２８年度予算計上時の単価

○ 625 ○ 10,823

平均支給額は,平成２７年度の実績額

○ 7,000 ○ 8,000

○ 4,321 ○ 4,321

○ 2,270 2,240 ○ 6,100 0
支給平均額は28年度予算単価により記入

○ 2,270

○ 2,230 2,230 ○ 6,100 6,100

○ 1,135

○ 2,240 2,240 ○ 6,010 0

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 6,100 ○ 29,600 29,600 ○ 5,450 1,200 ○ 4,190 4,190

○ 2,270 764
・平成27年度実績額より記入

○ 2,240 ○ 0

※平成２７年度実績額より
・通学費は,自宅からの距離が６㎞井所の生徒が対象　実費支給だが,支給実績なし
・宿泊を伴う校外活動費は,該当だが支給実績なし

○ 2,270 2,270 ○ 6,100 3,050

○ 2,270

生徒会費 PTA会費 家庭学習費（参考書等購入費）校外活動費(宿泊を伴うもの) クラブ活動費校外活動費(宿泊を伴わないもの)


